
平成 22 年 10 月 1 日 
お客さまへ 
 

   投資信託取扱商品の追加について 
 

 東和銀行（頭取 吉永 國光）は、多様化するお客様の資産運用ニーズにお応えするため、平

成 22 年 10 月１日(金)から毎月決算型の投資信託商品を新たに追加しましたので、お知らせい

たします。 

今回の追加により当行で取扱う投資信託商品は、35 種類 39 商品と更に充実しました。 

これからも多様化するお客様のニーズにお応えし、充実した商品の提供に努めてまいります。 

 

    記 

１．追加する商品名 
商品名 ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 

商品分類 追加型投信／海外／債券 

投信委託会社                             大和投資信託 

特  色 

１．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、ブラジル・レアル建債券

に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざ

して運用を行ないます。 
 
２．マザーファンドにおけるブラジル・レアル建債券への投資にあたっては、

以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 

 (1)  金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを

構築します。 

  (2)  固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の

50%程度以上とします。 
  (3)  投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとし

ます。 
 
３．マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・ウニバ

ンコ銀行の運用部門であるイタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。
 
４．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 
 
５．毎月 1 回、25 日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない､収益分配方針に基

づいて収益の分配を行ないます。 
 
２．お申込み単位 

  １万円以上１円単位（分配金受取コース／分配金再投資コース） 
  なお、投資信託自動積立サービス＜愛称「積立自慢」＞のお申込みの場合は、１万円以上 1,000

円単位で毎月購入できます（分配金再投資コース）。 
 
３．本商品の費用等 

購入時 お申込手数料 

○ お申込総金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額(お申込口数

×お申込価額)に乗じて得た金額とします。 
  なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。 

 お申込総金額 手数料率 
1 億円未満 2.100%（税抜 2.0%）

対面でのお取引の場合 
1 億円以上 1.575%（税抜 1.5%）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでのお取引の場合 1 億円未満 1.680%（税抜 1.6%）

○ お申込総金額とは、お申込金額にお申込手数料とお申込手数料にか

かる消費税等相当額を加算した金額です。 
○ インターネットによる購入は、1 日あたり(１回あたり)１銘柄 1,000

万円までとなっております。 



信託報酬 純資産総額に対して年率１．４０７％（税抜１．３４０％） 
保有時 

その他の費用 信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数

料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。 
換金(解約)手数料 ありません。 

換金時 
信託財産留保額 ありません。 

  ＊ マザーファンドを通じたブラジル国内債券投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引

に対しては金融取引税（２．０％）が課されます。ブラジルにおける当該関係法令等が改正され

た場合には、前記の取扱いが変更されることがあります。 
  ＊ その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示

すことができません。 
 
４．当ファンドにかかるリスク 
  当ファンドは、主にブラジル・レアル建債券を実質的な投資対象としますので、公社債の価格

の下落、公社債の発行体における利払いや償還金の支払いの遅延等の影響により、基準価額が下

落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、

損失を被ることがあります。 
  したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落に

より、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 
  当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「公社債の価格変動リスク」、「信用リスク」、

「為替リスク」なとが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、投資信

託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。 
 
５．留意事項 
 ● 投資信託は、預金ではなく、また預金保険の対象ではありません。 
 ● 東和銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 
 ● 投資信託は、金融機関の預金・定期積金と異なり、元本および利息の保証はありません。 
 ● 投資信託は、投資信託委託会社が設定・運用を行っているもので、東和銀行では申込みの取

扱いを行っています。 
 ● 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。 
 ● 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・

オフ）の適用はありません。 
 ● 投資信託をご購入すること、あるいはご購入しないことが東和銀行との融資取引等他の取引

に影響を与えることはありません。 
 ● お申込みにあたっては、最新の「投資信託説明書（目論見書）」（目論見書補完書面を含む）

を東和銀行本支店等にご請求の上、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。 
 
 

商 号 等／株式会社東和銀行 
       登録金融機関 関東財務局長(登金)第６０号 
加入協会／日本証券業協会 

 


